
カスタマーハラスメント対策の
現状について

令和７年６月
栃木労働局雇用環境・均等室



ハ ラ ス メ ン ト の 経 験 有 無 別 に み た 勤 務 先 の 特 徴 （ 労 働 者 等 調 査 ）

○ 勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を経験した者の勤務先の特徴について、顧客等からの著しい迷惑行為を経験した者と経験しな

かった者の回答の差が10%以上ある特徴を見ると、「残業が多い/休暇を取りづらい」、「業績が低下している／低調である」、「遵守

しなければならない規則が多い／ 高い規律が求められる」、「従業員が女性ばかりである」、「人手が常に不足している」がある。
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上司と部下のコミュニケーションが少ない／ない

残業が多い／休暇を取りづらい

業績が低下している／低調である

ハラスメント防止規定が制定されていない

失敗が許されない／失敗への許容度が低い

遵守しなければならない規則が多い／高い規律が求められる

従業員間の競争が激しい／個人業績と評価の連動が徹底している

職場の雰囲気がくだけすぎている／上司が寛容すぎる

従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる

従業員の年代に偏りがある

他部署や外部との交流が少ない

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ従業員の比率が高い

従業員が男性ばかりである

従業員が女性ばかりである

女性管理職の比率が低い

人手が常に不足している

その他

当てはまるものはない

現在の職場で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた(n=576) 過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けなかった(n=7139)

勤務先の特徴（顧客等からの著しい迷惑行為の経験有無別）

※調査対象：現在の職場で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた者、または、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けなかった者

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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※対象：調査に回答した全ての企業（無回答、無効回答を除く）

○ 過去３年間に相談があったと回答した企業割合については、
・ パワハラは64.2%、セクハラは39.5%、顧客等からの著しい迷惑行為は27.9％である。

○ 過去３年間に相談があった事例のうち、企業がハラスメントに該当すると判断した事例の有無については、
・ パワハラは73.0%、セクハラは80.9%、顧客等からの著しい迷惑行為は86.8%である。
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（令和５年度）顧客等からの著しい迷惑行為
(n=7,775)

（令和５年度）セクハラ（n=7,777）

（令和５年度）パワハラ（n=7,774）

ハラスメントに関する相談がある

ハラスメントに関する相談はない

ハラスメントに関する相談の有無を把握していない

相談の有無

※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取り扱いに関する
相談を取り扱ったと回答した企業（無回答、無効回答を除く）
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ハラスメントの発生状況（企業調査）

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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ハラスメントの発生状況（企業調査）

※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取扱いに関する相談を取り扱ったと
回答した企業（無回答、無効回答を除く）

相談件数の増減

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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（n=1,880）

セクハラ（n=2,487）

パワハラ（n=3,639）

ハラスメントに該当すると判断した事例の件数が増加している

ハラスメントに該当すると判断した事例があり、件数は変わらない

ハラスメントに該当すると判断した事例の件数は減少している

ハラスメントに該当すると判断した事例はあるが、件数の増減は分からない

該当事例の増減

※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取り扱いに該当すると判断した

事例があると回答した企業（無回答、無効回答を除く）

○ 相談件数の過去３年間の増減の傾向としては、
・パワハラとセクハラでは、「件数は減少している」の割合が「件数が増加している」の割合よりも高くなっているが、
・事業主に防止措置義務が課されていない顧客等からの著しい迷惑行為では「件数が増加している」（23.2%）が「件数は減少してい
る」（11.4%）より大幅に高い。

○ 過去３年間の該当事例の増減の傾向としては、
・パワハラとセクハラでは「件数は減少している」の割合が「件数は増加している」の割合よりも高いが、
・顧客等からの著しい迷惑行為では「件数は増加している」（22.6％）が「件数は減少している」（12.6%）よりも高い

4



過去3年間の顧客等からの著しい迷惑行為及び就活等セクハラの発生状況
に関する業種別の特徴（企業調査）
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※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,768)※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,775)

○ 企業調査における相談件数の有無について、業種別に割合が高い上位３つの業種を見ると、

・ 顧客等からの著しい迷惑行為では、「医療、福祉」（53.9%）、「宿泊業、飲食サービス業」（46.4%）、「不動産業、物品賃貸

業」（43.4%）であり、

・ 就活等セクハラでは、いずれの業種でも3.0%未満であるが、「電気・ガス・熱供給・水道業」（2.9%）、「宿泊業、飲食サービス

業」 （2.1%） 、「教育、学習支援業」 （1.4%）である。

○ 顧客等からの著しい迷惑行為については、各ハラスメントの中で業種のばらつきが最も顕著（最上位と最下位は45.1%差）である。

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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経験した 経験しなかった

顧客等からの著しい迷惑行為の経験状況に関する業種別等の特徴（労働者等調査）

※調査対象：調査に回答した全ての者（n=8000）

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（業種別） 過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（職種別）

○ 労働者が過去３年間に受けた顧客等からの著しい迷惑行為について、業種別に割合が高い上位３つの業種を見ると、「生活関連

サービス業、娯楽業」（16.6%）、「卸売業、小売業」（16.0%）、「宿泊業、飲食サービス業」(16.0%)である。

○ 職種別に見ると、顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験においては職種ごとに大きな差はないが、接客頻度別に見ると、顧客

等と接する頻度が多いほど迷惑行為を受けた割合が高い。

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（接客頻度別）

※調査対象：全回答者（n=8,000）

※調査対象： 全回答者(n=8,000)
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ほとんど接することがない
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（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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顧客等からの著しい迷惑行為の行為者・内容

○ 顧客等からの著しい迷惑行為の行為者については、「顧客等（患者またはその家族等を含む）」が82.3％、「取引先等の他者の従

業員・役員」が22.6％となっている。

○ 労働者が過去３年間に受けた顧客等からの著しい迷惑行為の内容については、「継続的な、執拗な言動」（57.3%）、「威圧的な

言動」（50.2%）、「精神的な攻撃」（33.1％）が主な内容である。
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要求等）
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反社会的な者とのつながりをほ

のめかす等）

継続的な（繰り返される）、執
拗な（しつこい）言動（頻繁な
クレーム、同じ質問を繰り返…

拘束的な言動（不退去、居座
り、監禁、長電話等）

明らかに業務内容と関係のない
顧客等からの言動（セクハラ、
プライバシーの侵害、個人の…

その他

※調査対象：過去３年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験があると回答した者（n=861）

顧客等からの著しい迷惑行為の内容顧客等からの著しい迷惑行為の行為者

82.3 

22.6 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80%

顧客等（患者またはその家族等

を含む）

取引先等の他社の従業員・役員

その他

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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顧客等からの著しい迷惑行為で企業が被った損害や被害

○ 顧客等からの著しい迷惑行為で企業が被った損害や被害の主な内容は、「通常業務の遂行への悪影響」（63.4%）、「労働者の意欲・
エンゲージメントの低下」 （61.3%） 、「労働者の休職・離職」（22.6%）である。

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為で企業が被った損害や被害
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その他

※調査対象：過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業（無回答・無効回答を除く） （n=1,880）

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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※調査対象：顧客等からの著しい迷惑行為を受けたと回答した者(n=861)

顧客等からの著しい迷惑行為を受けた労働者の心身への影響

○ 顧客等からの著しい迷惑行為を受けた労働者のうち、「怒りや不満、不安などを感じた」者は63.8%、「仕事に対する意欲が減退した」

者は46.1%となっている。

顧客等からの著しい迷惑行為を受けたことによる心身への影響（経験頻度別）
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眠れなくなった

会社を休むことが増えた

通院したり服薬をした

入院した

その他

特に影響はなかった

全体(n=861)

一度だけ(n=190)

時々(n=497)

何度も繰り返し(n=174)

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験

12.8 

12.2 

23.1 

87.2 

87.8 

76.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に取り組んでいる(n=508)

取り組んでいる(n=1,622)

あまり取り組んでいない(n=693)

経験した 経験しなかった

○ 勤務先が顧客等からの著しい迷惑行為の予防・解決に積極的に取り組んでいる場合（12.8%）の方が、勤務先が顧客等からの
著しい迷惑行為の予防・解決にあまり取り組んでいない場合(23.1%)と比べると、顧客等からの著しい迷惑行為を経験した者の
割合が少ない。

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）

※調査対象：全回答者（無回答・無効回答を除く）

勤務先が

勤務先が

勤務先が
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顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組

13.7 

11.4 

13.1 

13.9 

12.7 

12.0 

3.0 

55.8 

5.5 

7.0 

5.8 

9.4 

5.2 

4.4 

2.6 

73.8 

12.7 

10.7 

10.8 

9.5 

9.9 

9.7 

2.7 

62.0 

15.8 

13.6 

15.6 

15.6 

14.2 

14.4 

3.0 

48.9 

23.5 

13.5 

21.0 

22.0 

24.5 

20.8 

3.9 

37.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

顧客等からの著しい迷惑行為の対応に関するマニュアルの作成、研修の

実施

顧客等への周知・啓発

行為者に対する出入り禁止等

自社従業員が取引先等からハラスメント被害を受けた場合の取引先等へ

の協力依頼（事実確認、再発防止等）

警備会社、警察等の関係各所との連携（連絡体制の構築等）

保健スタッフ（産業医、保健師、看護師等）との連携（連絡体制の構築

等）

その他

特にない

全体(n=7,693) 99人以下(n=2,012) 100～299人(n=1,275) 300～999人(n=3,260) 1,000人以上(n=1,146)

○ 顧客等からの著しい迷惑行為に対する取組が「特にない」としている企業は、従業員規模1,000人以上の企業において37.2％、

300～999人規模企業において48.9％、100～299人規模企業において62.0％、99人以下規模企業において73.8％である。

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
※調査対象：全企業（従業員規模が「分からない」と回答した企業を除く）
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顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組

13.7 

11.4 

13.1 

13.9 

12.7 

12.0 

3.0 

55.8 

5.5 

7.0 

5.8 

9.4 

5.2 

4.4 

2.6 

73.8 

12.7 

10.7 

10.8 

9.5 

9.9 

9.7 

2.7 

62.0 

15.8 

13.6 

15.6 

15.6 

14.2 

14.4 

3.0 

48.9 

23.5 

13.5 

21.0 

22.0 

24.5 

20.8 

3.9 

37.2 

0% 20% 40% 60% 80%

顧客等からの著しい迷惑行為の対応に関するマニュ

アルの作成、研修の実施

顧客等への周知・啓発

行為者に対する出入り禁止等

自社従業員が取引先等からハラスメント被害を受け

た場合の取引先等への協力依頼（事実確認、再発…

警備会社、警察等の関係各所との連携（連絡体制の

構築等）

保健スタッフ（産業医、保健師、看護師等）との連

携（連絡体制の構築等）

その他

特にない

全体(n=7,693) 99人以下(n=2,012)

100～299人(n=1,275) 300～999人(n=3,260)

1,000人以上(n=1,146)

○ 令和２年度と令和５年度の調査を比較すると、「顧客等からの著しい迷惑行為に関するマニュアルの作成、研修の実施」や

「顧客等への周知・啓発」といった取組に進展がみられる。

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度、令和２年度）
※調査対象：全企業（従業員規模が「分からない」と回答した企業を除く）

7.1

6.9

27.3

22.1

2.0

57.3

2.8

5.6

16.0

14.2

1.7

70.5

5.2

5.2

21.5

20.2

1.4

62.3

9.5

8.6

35.6

27.4

2.1

47.9

15.8

8.5

47.9

33.9

3.3

36.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

顧客等からの著しい迷惑行為に関するマニュアルの

作成、研修の実施

顧客等への周知・啓発

相談体制の整備

顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合の被

害者への配慮のための取組

その他

特にない

全体（n=6,260） 99人以下（n=2,375) 100～299人(n=1,036)

300～999人(n=1,940) 1000人以上(n=869)

令和５年度調査 令和２年度調査
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顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組状況の特徴（企業調査）

○ 顧客等からの著しい迷惑行為に関する企業の取組状況については、概ね、相談が有った割合が高い業種において、予防・解決のための
取組の実施割合も高い傾向にあるものの、全体として「特にない」が55.8%を占めており、各業界における取組状況のばらつきも大きい
（最上位と最下位は43.2%差） 。

○ 取組内容の傾向としては、業種全体については、どの取組内容も概ね同じ割合で行われているものの、顧客等へのかかわりが大きいと
考えられる業種（「金融・保険業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」等）では「顧客等からの著しい迷惑行為の対応に
関するマニュアルの作成、研修の実施」等の取組割合が高い傾向にあるほか、「行為者に対する出入り禁止等」、「警備会社、警察等
の関係各所との連携（連絡体制の構築等）」の実施も見受けられる。

16.8 

8.8 

20.0 

21.8 

16.4 

40.6 

41.0 

43.4 

16.2 

46.4 

42.3 

31.5 

53.9 

41.1 

23.3 

19.0 

75.7 

82.9 

68.6 

72.2 

74.4 

52.1 

46.2 

39.4 

71.6 

46.0 

48.8 

55.0 

39.3 

39.3 

69.5 

70.7 

7.5 

8.3 

11.4 

6.0 

9.2 

7.3 

12.8 

17.2 

12.2 

7.7 

8.9 

13.5 

6.8 

19.6 

7.2 

10.2 

0% 50% 100%

建設業(n=680)

製造業(n=1737)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=35)

情報通信業(n=335)

運輸業、郵便業(n=574)

卸売業、小売業(n=1235)

金融業、保険業(n=156)

不動産業、物品賃貸業(n=99)

学術研究、専門・技術サービス業…

宿泊業、飲食サービス業(n=235)

生活関連サービス業、娯楽業(n=123)

教育、学習支援業(n=289)

医療、福祉(n=1093)

複合サービス事業(n=107)

その他サービス業(n=724)

その他(n=205)

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談がある

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談はない

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無（業種別）

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,775)

顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組（業種別）

[比率の差]

　　　　　　　　　全体＋10ポイント
　　　　　　　　　全体＋5ポイント
　　　　　　　　　全体－10ポイント
　　　　　　　　　全体－5ポイント
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連
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（
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）

そ
の
他

特
に
な
い

全体 7698 13.7 11.4 13.1 13.9 12.7 12.0 3.0 55.8
建設業 662 5.3 8.2 5.6 16.2 5.3 9.7 2.7 66.5
製造業 1716 6.4 6.0 4.2 11.2 4.8 9.4 1.8 73.3
電気・ガス・熱供給・水道業 35 5.7 0.0 5.7 5.7 11.4 14.3 8.6 68.6
情報通信業 335 9.3 14.0 5.7 25.1 7.5 17.0 2.7 54.9
運輸業、郵便業 565 6.2 11.0 11.5 17.9 5.0 6.9 1.4 64.8
卸売業、小売業 1227 17.4 7.5 21.3 13.4 18.8 11.2 4.0 48.2
金融業、保険業 153 38.6 10.5 11.1 15.0 30.7 27.5 5.2 30.1
不動産業、物品賃貸業 100 16.0 9.0 17.0 23.0 12.0 16.0 3.0 46.0
学術研究、専門・技術サービス業 145 4.8 11.0 4.1 16.6 6.2 13.1 2.1 65.5
宿泊業、飲食サービス業 235 24.3 9.4 25.5 11.9 23.8 8.5 1.7 42.6
生活関連サービス業、娯楽業 122 17.2 15.6 39.3 9.0 23.0 12.3 2.5 39.3
教育、学習支援業 285 9.5 7.4 10.5 3.9 17.9 13.3 4.9 61.1
医療、福祉 1089 29.0 28.6 26.4 8.7 24.0 17.5 4.1 32.7
複合サービス事業 107 29.0 7.5 14.0 17.8 12.1 14.0 3.7 37.4
その他サービス業 721 10.3 11.7 7.9 20.5 9.3 10.7 3.2 56.4
その他 201 10.4 6.5 6.5 19.4 13.4 11.9 2.5 60.2

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,698)、単位%

※サンプル数が30 未満の「農林漁業」、「鉱業、採石業」は「その他」としてまとめている

（資料出所）厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和５年度）
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職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針において定められており、実際に事案が発生し

た場合、事業主は雇用管理上の措置義務に基づき適切に対応しなければならない。

➀事業主の方針の明確化及びその周知啓発

➁相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントへの事後の迅

速かつ適切な対応

④併せて講ずべき措置労 働 者 （ 加 害 者 ）

労 働 者 （ 被 害 者 ）

苦情・相談

事案に応じ適切に対応

➀事業主の方針の明確化及びその周知啓発：ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、管理監督者を含む労働

者への周知啓発。行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発。

➁相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備：相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やハラスメントに該当

するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応：事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速やかに被害者に対

する配慮のための措置とともに、行為者に対する措置を適切に対応する。再発防止に向けた措置を講ずる。

④併せて講ずべき措置：プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇そ

の他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発をする。

事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容

職場において事業主が雇用管理上講ずべき措置

（根拠法）

○セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント：男女雇用機会均等法 ○育児休業・介護休業等に関するハラスメント：育児・介護休業法

○パワーハラスメント：労働施策総合推進法

職場におけるハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置
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ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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カスタマーハラスメント対策企業マニュアル（2022年2月作成）

○令和2年1月、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２年厚生労働
省告示第５号）が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（以下「カスタマーハラスメント」）に関して、事業主は、相談に
応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められ、カスタ
マーハラスメント対策の強化は急務。
○そこで、厚生労働省は委託事業により、小売業、運輸業、飲食サービス業、宿泊業等、顧客と接することの多い業種に属する企業12社にヒアリング等を行い企業が
具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策等をまとめた「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成。

マニュアルの基本構成
1.カスタマーハラスメントの発生状況、2. カスタマーハラスメントとは、3. カスタマーハラスメント対策の必要性、
4.企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策、5. 企業の取組のきっかけ、メリット、運用について

＜マニュアルが対象とする「カスタマーハラスメント」のイメージ＞
○顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要
求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者
の就業環境が害されるもの

「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がな

い場合

「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
（要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの）
・身体的な攻撃（暴行、傷害）
・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言）
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動 等
（要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの）
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求（土下座を除く）

カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
① 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
・組織のトップが、カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針・基本姿勢を明
確に示す。
② 従業員（被害者）のための相談対応体制の整備
③ 対応方法、手順の策定
④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修
・顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における具体的な対応について、
従業員を教育する。
⑤ 事実関係の正確な確認と事案への対応
・カスタマーハラスメントに該当するか否かを判断するため、顧客、従業員等からの情
報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認する。

等
16



https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customers-measures/index

ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」

カスタマーハラスメント防止対策企業事例
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施行期日

公布の日から起算して１年６月以内で政令で定める日 （ただし、１③及び２②から④までは公布日、２①及び⑥並びに３は令和８年４月１日）

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

① カスタマーハラスメント（※）を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマー
ハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
※ 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が

従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること
② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すととも

に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付け
る。

② 女性活躍推進法の有効期限（令和８年３月31日まで）を令和18年３月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化す

る。
④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセ

クシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有
効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

等

改正の概要

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

改正の趣旨
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の

推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。
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